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第 １ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 
 

日      時  平成３１年１月１７日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市水道局 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員  1 太田
お お た

 泰弘
やすひろ

・2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・3 坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

・4 田村
た む ら

 明
あきら

 

          5 前川
まえかわ

洋子
よ う こ

・8 喜多
き た

 義幸
よしゆき

・9 石井
い し い

 康宏
やすひろ

・10川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

 

11横山
よこやま

 帛生
は く お

・12淺生
あ さ お

 哲也
て つ や

・13平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

 

19佐野
さ の

すま子
こ

・21坂野
さ か の

 大徹
だいてつ

 

           

                             以上１３名 

 

欠 席 委 員   24川邊
か わ べ

 千秋
ち あ き

 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 喜多 義幸 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・長谷川次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：倉田主事補 美里：紀平担当主幹 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：中山担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者  10川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

・11横山
よこやま

 帛生
は く お

  

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは第１回第１農地部会を開催させていただきます。 

本日の欠席は２４番の川邊千秋委員１名で、出席委員は１３名です。 

       それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。１０番の川

口邦次委員、１１番の横山帛生委員、よろしくお願いします。 

       まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から第６号

まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   はい、議長。座って説明させていただきます。それでは、報告案件の説明を

させていただきます。議案書の１ページから３ページをお願いいたします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から１６で、合計件数は１６件、合計面積は４２，２８４㎡で、その

内訳は田が３９，８８３㎡、畑が２，４０１㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

  

４ページから６ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第 1 項の規定による届出について、でござい

ます。 

       番号１から９で、合計件数は９件、合計面積は２０，３７７㎡で、その内訳

は田が１６，０７４㎡、畑が４，３０３㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が農地以外となっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

７ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１、長屋住宅用地 

番号２、一般個人住宅用地 

でございます。  

合計件数は２件で、合計面積は５３０㎡、その内訳は田が１９７㎡、畑が３

３３㎡でございます。 

 

８ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１、駐車場用地  番号２、貸駐車場用地 

       番号３、番号４、番号５駐車場用地 

番号６、分譲住宅用地 

       番号７、貸駐車場用地 

番号８、番号９、番号１０駐車場用地 
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でございます。 

合計件数は１０件で、合計面積は３,４４８．６１㎡、この内訳は田が６０

９．６１㎡、畑が２，８３９㎡でございます。 

 

９ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

番号１、駐車場用地 

でございます。 

合計件数は１件、畑で２２５㎡でございます。 

 

１０ページをお願いいたします。 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

番号１、一般個人住宅用地 

でございます。 

合計件数は１件、畑で３８９㎡でございます。 

 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いします。 

       それでは、議案事項に入ります。 

 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １１ページから１２ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

 

番号１、地区 栗真、受人      、面積  １３，７３８㎡、渡

人     、面積 ２，８６９㎡、申請地 栗真小川町坂下    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 １，２１９㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足により営農縮小する渡人から、申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号２、地区 安東、受人      外２名、面積 ２１０，５２６㎡、

渡人     、面積 ２，８７８㎡、申請地 観音寺町堺    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ２，６５１㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化により離農する渡人から申請地を譲り

受け、営農を拡大するものです。 

 

番号３、地区 藤水、受人     、面積 ５,０００．９１㎡、渡

人     、面積 ５,０００．９１㎡、申請地 藤方黒木    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ７３５㎡。 
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これにつきましては、生前部分贈与です。 

 

番号４、地区 雲出、受人     、面積 ６，５６１㎡、渡人     

  持分２分の１ 外１名、面積 ６，０２８㎡、申請地 雲出伊倉津町高

峯    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，００２㎡。 

これにつきましては、生前部分贈与です。 

 

番号５、地区 雲出、受人     、面積 １０，１３１㎡、渡人      

  持分２分の１ 外１名、面積 ６，０２８㎡、申請地 雲出伊倉津町高

峯    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４８７㎡ 外１筆、合計面積 

１，２６３㎡。 

これにつきましては、生前部分贈与です。 

 

番号６、地区 高野尾、受人     、面積 １７,５８４．４３㎡、 

渡人      外１名、面積 ２０,４８６．９１㎡、申請地 高野尾町下

り町    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ９４０㎡ 外１筆、合計面

積 ２，６８９㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足により営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号７、地区 上野、受人      、面積  ２６，９９８㎡、渡

人     、面積 ５６４㎡、申請地 河芸町東千里堤添    、台帳地

目・現況地目とも畑、面積 ３３０㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人に要望をし、申請地を譲り受け、営農を

拡大するものです。 

 

番号８、地区 上野、受人      外１名、面積 ２４,１３９．５０

㎡、渡人      、面積  ２，７７６㎡、申請地 河芸町上野上芦

原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３１４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人に要望をし、申請地を譲り受け、営農を

拡大するものです。 

 

番号９、地区 上野、受人     、面積 ２４,１３９．５０㎡、   

渡人      、面積  ２，７７６㎡、申請地  河芸町上野上ノ垣

内    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １７２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人に要望をし、申請地を譲り受け、営農を

拡大するものです。 

 

番号１０、地区 安西、受人     、面積 ６６，８８３㎡、渡

人     、面積 ６，２５９㎡、申請地 芸濃町萩野米野    、台帳

地目・現況地目とも田、面積 ３，０４９㎡。  

これにつきましては、受人は、遠方により営農縮小する渡人から、申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号１１、地区 雲林院、受人     、面積 １１，８９９㎡、渡

人     、面積 ３，１４６㎡、申請地 芸濃町雲林院竹之内    、
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台帳地目・現況地目とも田、面積 ５６８㎡ 外７筆、合計面積 ３，１４６

㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足により離農する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号１２、地区 雲林院、受人     、面積 １５１,７０８．６７

㎡、渡人      、面積  ５，１４５㎡、申請地 芸濃町雲林院出

口    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０１７㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号１３、地区 雲林院、受人     、面積 １４，１５０㎡、渡

人     、面積 ５，１４５㎡、申請地 芸濃町多門西沖    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ９７０㎡ 外１筆、合計面積 ２，５１４㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号１４、地区 雲林院、受人     、面積 １４，２０８㎡、渡

人     、面積 ５，１４５㎡、申請地 芸濃町雲林院下川    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 １，０３５㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号１５、地区 村主、受人     、面積 １０，６９４㎡、渡

人     、面積 １，００３㎡、申請地 安濃町川西岡副    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ２２４㎡ 外１筆、合計面積 ４５３㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足により営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号１６、地区 明合、受人     、面積 ８４，９３２㎡、渡

人     、面積 ５，９５４㎡、申請地 安濃町戸島中川原    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 １，６６２㎡。 

これにつきましては、生前部分贈与です。 

 

以上、件数は１６件 合計面積は ２３，２５１㎡。このうち田が１８，０

１２㎡、畑が５，２３９㎡でございます。 

 

これらの案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限

面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

坂野委員   ２１番 坂野です。１月１０日に現地を見て来ましたが、営農はそのまま継
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続されるということで特に問題ないです。周辺との影響もないと思われますの

で問題ないと思われます。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号２番。 

 

太田委員   ２番 太田です。１０日の日に地元推進委員と確認をしました。離農という

ことです。問題はございません。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号３番から５番。 

 

太田委員   １番 太田です。３番、４番、５番。この案件につきましては事務局の説明

どおりで問題ないと考えます。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号６番。 

 

坂倉委員   ３番、坂倉です。１月１４日の日に地元推進委員と一緒に現地確認をしまし

た。特に問題ございません。事務局の説明どおりです。また、１月１５日の高

野尾地区農業振興協議会においても同様であります。以上です。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号７、８、９と、これ私の地区です。地元推進委員も

別に問題ないということで、私の方も問題ありませんので、事務局の説明どお

りでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１０番。 

 

石井委員   ９番 石井です。事務局の説明どおりで何も問題ないと思いますのでよろし 

くお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号１１番。 

 

石井委員   ９番 石井です。これも事務局の説明どおり何も問題ないと思いますのでよ 

ろしくお願いします。 

 

議  長   番号１２、１３、１４番。 

 

石井委員   ９番 石井です。これも何も問題ないと思いますのでよろしくお願いしま 

す。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号１５番。 

 

平井委員   １３番 平井です。１月１０の日に現地確認を行いました。地元推進委員も

問題ないということでございますので、事務局の説明どおり問題ございません

ので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。番号１６番。 
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淺生委員   １２番、淺生です。    の案件です。近くの地元推進委員に見てもらい

ました。別に問題なしということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さん、いかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第１号については

許可することに決定いたします。 

 

       次に議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務

局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

 

番号１、地区 片田、申請者      、申請地  片田志袋町細石

前    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ４９㎡。 

これにつきましては、亡き父が平成２５年１月頃に造成し、これまで駐車場

として使用している旨の始末書が提出されましたことから、これを追認しよう

とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

以上、件数は１件で、面積は田で４９㎡でございます。 

 

この案件につきまして、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとう。事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番

号１番。 

 

前川委員   ５番 前川です。１月１０日の日に地元推進委員と現地確認をしまして、始

末書も出ているということで特に問題ないと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第２号については

許可することに決定いたします。 
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       次に議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有

権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

 

番号１、地区 安東、受人      外２名、渡人     、申請地 

観音寺町中戸井    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ２２７

㎡。 

これにつきましては、南側に隣接する農業用施設用地が、自己が所有するも

のであることから、利便性を向上させるべく、申請地を農業用資材置場として

取得しようとするものですが、既に平成１０年頃より、この用途に供されてい

る旨の始末書が提出されており、これを追認しようとするものです。 

農地区分は、農用地区域内で用途が農業用施設用地となります。 

 

番号２、地区 安東、受人     、渡人     、申請地 一色町前

君    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，８０９㎡ 外１筆、合計

面積 ２，７３８㎡。 

これにつきましては、受人は、現在住んでいる居宅が立ち退きになること

と、認定農家であり、年々小作地が増えてきていることから、既存の農業用資

材置場が手狭になってきたため、居宅と既存資材置場より近い、申請地を譲り

受け、農家住宅及び農業用資材置場用地とするものです。 

農地区分は、第１種農地と判断されますが、不許可の例外にあります、申請

地の周辺地域に居住する者の住宅及び業務上必要な施設で、集落に接続して設

置されるものに該当すると思われます。 

 

番号３、地区 雲出、受人     、渡人     、申請地 雲出本郷

町大日堂    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２，１５５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設及び管理スペース用地とするものです。 

パネルを設置しようとする区画面積は、２，１５５㎡のうち約１，６００㎡

で、パネルの設置面積は６４９．４㎡、設置率は４０．６％となり、残りの５

５５㎡は管理スペース用地となります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号４、地区 黒田、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 河芸町三行高城    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，５１４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、５３１．３６㎡、設置率は土地の形状が不整形地であ

り、西側からの影の影響を避けることから、転用面積の３５．１％になりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５、地区 黒田、受人      外１名、渡人     、申請地 
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河芸町北黒田森ヶ坪    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ３０８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を店舗用

地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号６、地区 黒田、受人      外１名、渡人     、申請地 

河芸町北黒田森ヶ坪    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ４２６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号７、地区 椋本、受人     、渡人     、申請地 芸濃町椋

本菖蒲谷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４７１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号８、地区 椋本、受人 株式会社      代表取締役     、 

渡人     、申請地 芸濃町椋本中野    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ７４０㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、事業拡大により

既存の資材置場が手狭になってきたことと、１カ所賃貸していた資材置場を返

却したことに伴い、申請地を資材置場用地とするものです。農地区分は、第３

種農地と判断されます。 

 

番号９、地区 椋本、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 芸濃町椋本響野    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ６１４㎡ 外２筆、合計面積 １，０８６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、６６８㎡、設置率は、転用面積の６１．５％になりま

す。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

番号１０、地区 高宮、受人     、渡人     、申請地 美里町

五百野中之郷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２７１㎡。 

これにつきましては、住職でもある受人が、渡人から申請地を譲り受け、既

存の墓地参拝者用駐車場が手狭なため、駐車場用地を拡大しようとするもので

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１１、地区 辰水、受人     、渡人     、申請地 美里町

家所石之本    、台帳地目 田、現況地目 山林、面積 １２８㎡ 外３

筆、合計面積 １，０９９㎡。 

これにつきましては、受人は、周囲が山林で囲まれ日照条件が悪く、田や畑

として維持していくことが困難である申請地を、渡人から譲り受け、今後は山

林として管理していこうとするものですが、既に平成１０年頃に、獣害や耕作

条件の悪さから、収穫に結びつかなかったため、植林してしまった旨の始末書

が提出されておりますことから、これを追認しようとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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以上、件数は１１件で、合計面積は１１，０３５㎡、このうち田が８，０２

８㎡、畑が３，００７㎡でございます。 

 

これらの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

番号１番、２番。 

 

太田委員   ２番、太田です。１０日の日に現地確認をしました。この案件説明のとお

り、事後承認の案件ですが、始末書が出ていることもありましてご勘弁いただ

きたい。よろしくお願いしたいと思います。 

２番の案件につきましては、説明のとおり、    の立地による立ち退き

で、    の東に今現在、住まいがありますけれど、それが余儀なく立ち退

きということで、２年ほど時間がかかりましたが、やっと一色町に事業所の近

くということで探しあたったということです。何ら問題ございませんのでよろ

しくお願いしたいと思います。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。番号３番。 

 

太田委員   １番、太田です。１０日の日に守山会長、喜多部会長、地元推進委員立会い

のもと現地を確認いたしました。事務局の説明どおり問題ないということで、

よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号４番。これ私の地区です。１０日の日に事務

局、会長に来てもらいまして、地元推進委員も別に問題ないということで、事

務局の説明のとおりでございます。番号５番、６番、これはまた改めて回りま

したが、地元推進委員も別に問題ないということでございますので、事務局の

説明のとおりでございます。 

 

議  長   番号７番８番９番。 

 

川口委員   １０番 川口です。１０日の日に現地を確認しまして、地元推進委員も何ら

問題ないということでございましたのでよろしくお願いします。続いて８番、

１０日の日に地元推進委員と現地確認いたしまして、推進委員も問題ないとい

うことで意見をいただきましたのでよろしくお願いします。続きまして９番で

す。１０日の日に会長、部会長で現地確認していただきまして、地元推進委員

も確認して別に何も問題ないということでございましたのでよろしくお願いし

ます。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。番号１０番。 

 

横山委員   １１番 横山です。１月７日の日に支所の職員と現地確認を行いました。現

地はお寺に隣接する土地で駐車場にするもので、地元推進委員も問題ないとい
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うことですのでよろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。番号１１番。 

 

横山委員   同じく１月７日の日に支所の職員と現地確認を行いました。現地はすでに山

になっておりまして始末書も提出されていると聞いております。地元推進委員

も後日確認をして問題ないということでしたので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとう。地元委員さんからは異議のない旨の発言ありました。皆さんい

かがですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第３号については

許可することに決定いたします。 

 

次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸

借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）でございます。 

 

番号１、地区 雲出、借人     、貸人     、申請地 雲出島貫

町山鶴    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７４０㎡ 外１筆、       

合計面積 １，００４㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、４１３．２８㎡、設置率は、転用面積の４１．２％にな

ります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は１件、面積は田で１，００４㎡でございます。 

この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

太田委員   １番、太田です。１０日の日に会長、部会長、地元推進委員の立会いのもと

に確認をさせていただきました。事務局の説明どおり問題ないということで、

よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとう。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。

皆さんはいかがですか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第４号については許可することに決定いた

します。 

 

       次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用

貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）でございます。 

 

番号１、地区 椋本、借人     、貸人     、申請地 芸濃町椋

本山中    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，５１１㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

パネルの設置面積は５３１．３６㎡で、パネルの設置率は転用面積の３５．

２％となりますが、申請地の西側に    があることから、フェンス及びパ

ネル設置を道路から控えてほしいとの申出があったため、公道側をメンテナン

ス用スペースとして使用する旨の理由書が添付されております。 

農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

以上、件数は１件、面積は田で１，５１１㎡でございます。 

これらの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

川口委員   １０番 川口です。１０日の日に現地確認いたしました。地元推進委員も別

に問題はないとのことで、事務局の説明どおりでございます。よろしくお願い

します。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さん、いかがです

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号については許可することに決定いた

します。 

 

   次に別冊でお配りしました、議案第１１号 農業経営基盤強化促進法 第１

８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。事務局の説明をお

願いします。 
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事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。各地区別

に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

 まず、津地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で２２２，２２５㎡、

畑の使用貸借で１，１１８㎡、契約件数は８５件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１１，８８０㎡、契約件数

は６件でございます。 

 

 安濃地区につきましては、田の賃貸借、所有権移転で４８，１２３㎡、契約

件数は１４件でございます。 

 

 芸濃地区につきましては、田の使用貸借で６５，１３４㎡、契約件数は１６

件でございます。 

 

 美里地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で５０，２６８㎡、畑の使

用貸借で２７１㎡、契約件数は２６件でございます。 

 

 香良洲地区につきましては、契約はございませんでした。 

 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて３９

７，６３０㎡、畑の集積が使用貸借で１，３８９㎡、合計契約件数は１４７

件、合計面積は３９９，０１９㎡となっております。 

  

次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は津地区４３件、河芸地区２件、安濃地区９

件、芸濃地区１０件で合計６４件、合計面積は２３８，９４３㎡でございま

す。 

なお、認定農業者への集積率は、件数で４３．５％、面積で５９．８％とな

っております。 

 今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

 次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、ご配慮い

ただきますようよろしくお願いします。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

 

整理番号４、ほか１件についてです。 
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    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この２件についていかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号４３、ほか１０件についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この１１件について、いかがでしょうか 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号３、ほか３件についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この４件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号３６についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   ありがとうございます。入室してください。 

 

＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号３９、ほか３件についてです。 

    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この４件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。入室してください。 

 

＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をお願い

します。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、議案第６号について、全て適正であると

認め、市長に進達することにいたします。 

 

       以上で、部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

 

       以上で、第１回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

 

 

                             午前１０時４６分 

 

上記は、第１回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

 

  平成３１年１月１７日 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

                     議事録署名者              

 


